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第７回年次会合報告書 

2001年4月18‐21日 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｼﾄﾞﾆｰ 

 

 

議題１.    開会 

 
 議題1.1. 歓迎の辞 

 

1. ビル・マンスフィールド氏は、開会の部は公開であることを述べると伴に会議を

開会し、オーストラリア、日本及びニュージーランドからの代表者並びに韓国、

南アフリカ及び台湾からのオブザーバーを歓迎した。会議の後半において、議長

はインドネシアからの代表者を歓迎した。 

 

       議題1.2.  議題の採択 
 

2. 議題は、別紙Ａで回章されたとおりに採択された。 

 

3. 会議参加者リストは別紙Ｂで添付されている。 

 

4. 会議に提出された文書のリストは別紙Ｃで添付されている。 

 

       議題1.3. オープニングステートメント 
 

  議題1.3.1. 加盟国 
 

5.   CCSBTにおけるそれぞれの立場の紹介において、加盟国は最も高い優先順位の議題

項目を各代表団に明らかにした。オープニングステートメントは別紙Ｄで添付さ

れている。 

 

  議題1.3.2. 他の国及び団体 
 

6. 韓国、南アフリカ及び台湾は、会合への参加招致に対して委員会に感謝した。韓

国及び台湾は、別紙Ｄで添付されている。に含まれるオープニングステートメン

トを提出した。また南アフリカは、政府によって依然検討中であるものの正式加

盟への関心を表明した。インドネシアは、引き続いてCCSBTに加盟する関心を表明

したが、予算及び財政的な理由が大きな制約になっている。 

 

 

議題2.  事務局からの報告 

 

7. CCSBT事務局長のキャンベル・マクグレガーは、2000年3月の第6回年次会合以降の

事務局の活動に関する報告書CCSBT/0104/04を提出した。委員会はこの報告書を確

認した。 

 

 

議題3.     財政運営委員会からの報告 
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8. 財政運営委員会は、事務局によって提示された予算案を検討し、科学調査計画及

び2001年の残りの期間で計画されている会合の作業計画で明確にされた2001年に

発生する見込みのある追加的な支出に対処するため、その改正を行った。委員会

は、加盟国の政府が国家予算の編成の中で支出額を検討する必要性を確認すると

伴に、別紙Ｅの予算に合意した。また委員会は、2001年における韓国の加盟の可

能性、科学委員会でのSRPの進捗等に基づいて、CCSBT8において2001年予算の見直

しを行う可能性を確認した。韓国の分担金は、仮に韓国が2001年後半に委員会に

加盟した場合、約70,000豪ドル程度になる。 

 

 

議題4.   ミナミマグロ漁業のレビュー 

 

9. 韓国及び台湾からの報告書と伴に、加盟国のミナミマグロ漁業に関する報告書が

別紙Ｆで添付されている。 

 

10. ニュージーランドは、1999/00の割当年における404トンのミナミマグロの漁獲報

告は、クロマグロとミナミマグロの両方を1つの区分で取り扱っているニュージー

ランドの国内報告要件を反映して、23トンのクロマグロを含んでいた。 

 

 

議題5.  科学委員会からの報告  

 
       議題5.1. 科学調査計画に関する討議の概要 
       議題5.2. 資源評価プロセスに向けた進展 
 

11. 委員会は、SRPに関する報告を含む科学委員会の報告を確認した。科学委員会議長

のアンドリュー・ペニー氏は、別紙Ｇで添付されている科学委員会の報告書、 特

に‘科学調査計画に関するCCSBTへの科学委員会の報告書’を説明した。 

 

12. CCSBT加盟国は、科学委員会の報告に感謝すると伴に諮問パネル及び独立議長によ

る助力に感謝した。委員会はSRP提案を含むその報告及びその勧告を採択した。 

 

13. その報告書の採択において、管理戦略評価フレームワークの開発に着手するため

に諮問パネルによる申し出を承認することが合意された。 

 

14. また日本は、“…利用可能なデータは、VSの解釈には、根拠がないことを指摘し

ている。つまり、現在、日本の延縄漁業による漁獲がない海域にも多くの魚が生

息している。このことは、他の国の努力量分布から広範な空間のスケールで、ま

た、過去の調査漁獲計画の結果から特定地域のスケールで証明されている。…”

といった報告書における参照文を引用した。ミナミマグロ漁獲量の評価及び科学

オブザーバー計画は、公海操業では旗国の、また200海里内操業では沿岸国の責任

の下で実施されるべきであることが確認された。日本は、小型ミナミマグロの混

合率及び大型ミナミマグロの回遊パターンの調査を含む目的のため、専用延縄漁

船を利用して標識放流計画を実施する意向であると述べた。また日本は、特に

CCSBT8の前に標識放流計画のためのSRPワークショップを開催する必要性を強調

した。個々の国が9つのSRPの構成要素のいくつかを実施する一方で、計画が満足

に進捗することを確保するために、CCSBTが必要な限り全ての構成要素に関与す

べきであることが認識された。日本は、新造船照洋丸と他のもう１隻の調査船を

利用して加入量モニタリング計画及び産卵場調査計画を実施する準備をしている
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ことを通知した。日本は、これらの計画が成功裏に実施されるように関連する国

の協力を要請した。更に日本は、オブザーバーが全ての関連する国／団体の漁船

の全てのタイプに対応すべきであり、オブザーバー捕捉率は、他のマグロ地域管

理機関での同様な計画及び費用等を勘案して、現実的なものにすべきであること

を提案した。 
 

15. 他国の排他的経済水域で実施される調査計画の提案に関連して、インドネシア

は、いかなる計画もその国の許可の下に実施されるというその見解を示した。 

 

16. 非公式なワーキンググループが全体会合の外で開催され、初期のSRP実施のための

作業計画を作成した。‘CCSBT科学調査計画の実施に関する作業グループの報告

書’が採択され、別紙Ｈに示されている。日本は、科学的割当量の未利用部分を

将来の利用のため繰り越すことを要求した。科学委員会の議長は、必要となる調

査枠を超える場合には、次の年にCPUEの解釈に関する調査を検討する必要性があ

るかもしれないことに言及した。委員会は、SRPに利用される未利用調査枠の利用

の可能性をレビューすることに合意した。 

 

 

議題 6. 非加盟国との関係 

 

       議題6.1. インドネシア、韓国、南アフリカ及び台湾 
 

17. オーストラリアとインドネシア間の話し合いにおいて、インドネシアは、そのミ

ナミマグロの漁獲の大部分が混獲によるものと考えられることを表明した。しか

しながら、インドネシアは、台湾船又は台湾人の漁労長が乗船している漁船がミ

ナミマグロを狙っていることも確信していた。インドネシアの見解では、インド

ネシアに水揚げされるミナミマグロは約300トンであった。約500隻の漁船がイン

ド洋で漁獲するためバリの沖合いで操業しているとすると、全ての漁獲物がイン

ドネシアに水揚げされているのかどうか、又はそのいくらかは転載されているの

かどうか明確にする必要があった． 

 

18. インドネシアは、２つの事項を決定することを希望した。 

       (1) 産卵が厳密に産卵場のどこで行われているのか。また、 

       (2) 主要な産卵要因は何か。 

 

19. この情報は、インドネシアが漁業者に勧告するため、あるいは漁業活動を規制す

るために利用できる。 

 

20. インドネシアは、CCSBT加盟のための財源が問題であることを指摘し、いくつか

の協力的な調整が可能かどうかについて思案している。オーストラリアとインド

ネシアは、既に貴重な共同港内検査や監視作業に従事しており、またオーストラ

リアは、インドネシアのマグロ漁業に関して更に協力的な作業を行うために、現

在インドネシアと作業を行っている。 
 

21. 韓国は、条約加盟のためのプロセスを最終化するために残された問題を解決する

一致団結した努力を行っていると述べた。また韓国は、今年の終わりまでにCCSBT

の加盟国になる期待と伴に、ミナミマグロ条約の加盟に向けた進捗を報告した。

韓国は、SRP提案への支援を表明し、さらに将来において計画を一層良いものにす
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るため、並びに計画の効率的な運営に貢献するために全てのSRP関連会合に参加す

るその意向を表明した。 

 

22. 委員会は、加盟の進捗状況における懸念を表明し、韓国に出来る限り早急に明確

な加盟に向けての予定を提示することを求めた。 

 

23. 委員会加盟国は、台湾代表との協議に次いで、別紙Ｉでの決議に従って、委員会

の作業での台湾の参加を促進させるために、拡大委員会及び拡大科学委員会を設

置する取決めが行われたと述べた。委員会は、その決議に合意した。この決議へ

の合意において、日本は、日本政府との関連で、その合意が外交文書の交換を意

味するのではなく、書簡の交換と解釈することに基づくものであると述べた。 

 

24. 台湾は、CCSBTへのその参加に関連して委員会加盟国による努力に感謝した。決

議の採択と伴に、台湾はその取決めを承認するその意向を表明する前に国内手続

きを早急に促進する。台湾は、可能な限り早い段階でCCSBTの作業に関与するこ

とを希望する。 
 

       議題 6.2. その他 
 

25. 委員会は、日本へのミナミマグロの輸入統計に関して日本によって提示されたデ

ータ(CCSBT/0104/18)は、多くの非加盟国の漁獲量レベルの変化を示しており、結

果的にこれら非加盟国からの日本へのミナミマグロの輸入が低く押さえられてい

ることに言及した。 

 

       議題6.3. 行動計画 
 

26. 委員会は、国及び団体にCCSBT行動計画(CCSBT/0104/05)の規定を通知するために

行う措置を確認した。行動計画のパラグラフ２に従って、委員会は、委員会の保

存管理措置の効果を減退させる方法でミナミマグロを漁獲している漁船を有する

非加盟国として、カンボジア、赤道ギニア、ホンジュラス及びベリーズを特定す

ることに合意した。現段階ではこれらの国々に対して貿易的措置は取られないこ

とが合意された。しかしながら、仮に近い将来にミナミマグロの漁獲を管理する

ことに関してこれらの国々からの協力が得られなければ、委員会の管理手法と一

致した取決めを交渉する観点から、これらの国の行動を監視し続ける。 

 

27. インドネシアと委員会との間の対話は継続しており、また加盟国は、インドネシ

アの協力を確保する観点から、オーストラリアがインドネシアとの協議を継続す

べきであることに合意した。それゆえ、現段階では、インドネシアを特定するた

めに行動計画の下で行動をとらないが、この問題はCCSBT８で見直されることが合

意された。 

 

28. 便宜置籍延縄漁船の活動を縮小するために、日本及び台湾によって実施されてい

る共同行動について討議した。その計画には、台湾旗の下で管理を行うために、

台湾起源の便宜置籍船を帰還させることや、中古の日本起源の便宜置籍船を買戻

し及びスクラップすることを含んでいる。日本は、いくつかの漁船は、政府及び

業界組織の管理外にあり、またこのことがその計画の効果を減退させていると考

察している。台湾は、国内的な問題のために、日本との合意のとおりに早急に行

動を実行することはできず、またその更なる協議が次の数週間で行われると認識

している。 
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議題 7. 貿易情報スキームの適用と運用 

 

29. 日本は、スキームの運用からのこの１０か月間に、オーストラリア、ニュージー

ランド、韓国、台湾、フィリピン、インドネシア及びトンガから製品の輸入があ

ったことを報告した。日本に輸出している多くの国が、添付された不備文書の初

期の欠点を克服している一方で、その問題は依然として幾つかの国で存在してい

る。インドネシアからの輸入品に添付されている文書に見られる問題点には、添

付されている文書における登録証明者の印象の欠落を含んでいる。事務局に元々

登録されている公式なインドネシア証明者の印象は、現在変更されている。日本

は、蓄養に関するデータは６ヶ月ごとに事務局に提供されることに言及し、オー

ストラリアに限られるこの情報を直ぐに入手することを希望した。 

 

30. 日本は、全てのTISに関連する国／団体に対してTISの適切な実施を求める書簡が

送付されることを要求し、またTISに関連する国内規則に従って、そのような製品

を保留することは可能であると述べた。また日本は、この規則を厳格に適用する

かもしれないと述べた。 

 

31. オーストラリアは、直に蓄養ミナミマグロの輸出に関する報告書を事務局に提示

する。オーストラリアは、CCSBT8前に蓄養ミナミマグロの成長率に関する科学調

査を実施すると述べた。またオーストラリアは、TISの必要条件のより詳細な説明

を国内の輸出業者に提示する。 

 

32. ニュージーランドは、TISに協力することを繰り返し述べた。またニュージーラン

ドは、非加盟国による日本へのミナミマグロの輸出の減少は、おそらくTISの結果

であると述べた。ニュージーランドは、出来る限り効率的にそのシステムを運用

することを表明した。 

 

33. 日本は、台湾が1450トンの自主的漁獲制限に合意しているという理解であるとい

うことを指摘した。しかしながら、1999年の日本の貿易統計は、台湾が原魚重量

で1800トン以上に相当する量を日本へ輸出していることを示している。日本は、

この自主的規制の明確な超過は重大な問題であると考えている。この数値が、イ

ンドネシアとして漁獲されている漁獲量の可能性を含めて、他の国によって漁獲

されている漁獲量を含んでいるのかどうかについて疑念があった。早急に確認す

る必要があった。 

 

34. 台湾は、自主的漁獲規制及びTIS計画の実施によってCCSBTに十分に協力している

と回答した。日本が言及した数値は、おそらくインドネシアと漁業協力を行って

いる小型延縄船の生鮮の漁獲物を含んでいる。 

 

35. オーストラリアは、不穏な動きとしてインドネシアと台湾間の考えられる関係を

調べていた。この情報から、オーストラリアは、インドネシア／台湾の合弁漁業

での台湾人船長が産卵場でのミナミマグロを狙っていると理解しており、この実

際的なケースを説明した。 

 

36. 台湾は、合弁漁船による漁獲量に関する更なる調査の必要性があることに合意

し、またオーストラリアによって提示された問題に関して継続調査をする。オー

ストラリアは、2001年8月の科学委員会においてこれに関する文書を提示すること

を提案すると伴に、これらの問題（産卵場における漁獲、またインドネシア水域
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での台湾人によって運行されている合弁船によるミナミマグロの漁獲の帰属）が

科学的な方法で緊急性をもって取り扱われることを強調した。 

 

37. 日本は、オーストラリアの提案を支持するにおいて、その公式な会合を出来る限

り早急に開催すべきである一方で、次の科学委員会は既にその優先順位を決めて

いることを指摘した。すなわち、それについては他の会合で取り扱われるべきで

あるとの提案を行った。それまでは、日本は、加盟国がインドネシアと台湾との

非公式な会合を継続することを提案した。TIS及び産卵場におけるミナミマグロの

漁獲に関するこれらの提案に合意するにおいて、ニュージーランドはこれらの問

題に関して更に明確にすることを繰り返し要請した。 

 

38. 会合は、これらの問題に関する文書を2001年10月のCCSBT8での説明のため準備す

ることに合意した． 
 

 

議題8.    他の機関との関係 

 

       議題8.1.   関連する漁業管理機関会合の報告 

 

39. オーストラリアは、‘南半球のアホウドリ及びミズナギドリの保存協定’が採択

された2001年1月29日～2月2日における南アフリカ、ケープタウンでの会合に関し

て報告した。会合の報告書のコピーが、場外での加盟国の検討及び次の委員会会

合での討議のために配布された。 

 

40. 委員会加盟国は、海鳥の混獲を重要な問題として認識しており、そのような偶発

的な混獲を軽減する手段を講じている。日本は、国際的な行動計画に従って海鳥

を保存するための行動を行い、また業界に遵守を求める措置を講じている。委員

会加盟国は、渡り鳥に関する活動は、生態系関連種作業部会（ERSWG）に付託され

ていることに合意した。オーストラリア及びニュージーランドは、サメ及び亀が

ERSWGの作業に含まれることを提案した。その一方で日本は、FAOがこれらの種の

議論を行う適切な場である考えている。 

 

41. 日本は、鯨類とミナミマグロ資源及びミナミマグロ漁業の間の相互関係は、ERSWG

の作業に含まれるべきであることを指摘した。オーストラリア及びニュージーラ

ンドは、この問題をこの状況下で議論することが適切であるとは考えていないと

指摘した。 

 

       議題8.2.   関連する機関及び国際協定 

 

42. 会合では、CCSBTが他の関連する機関との連絡を継続し、またCCSBTの関心事項に

関連する会合に参加することを確保することが重要であると考えられた。FAOの漁

業統計に関する調整作業部会(CWP)、インド洋マグロ類委員会(IOTC)、南極の海洋

生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)及び他の関連するFAO会合は、CCSBTにと

って優先されるべきである。大西洋マグロ類保存委員会及び全米熱帯マグロ類委

員会などの他の会合への参加は、その会合の議題によって判断するように、会合

の関連性に基づくべきである。 
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43. 会合は、CCSBT/0104/16に規定されている国際協定の必要条件を実行するために必

要な活動に関連した問題に言及した。加盟国は、専門家と伴にこれらの問題を検

討し、またそれらを次のCCSBT会合でレビューすることに合意した。 

 

       議題8.3. FAO及び非FAO地域漁業機関会合 
 

44. 事務局長によるそれらの会合に関する報告書が確認されたCCSBT/0104/07。 

 

       議題8.4. 科学委員会への非政府組織の参加 

 

45. 加盟国は、CCSBT８でこの問題に関して結論に達するような状況になるため作業を

行うことに合意した。 

 

 

議題9.    総漁獲可能量及びその割当量 

 

       議題9.1. 総漁獲可能量 
 
46. 委員会は、本会合で採択された科学調査計画が資源評価プロセスに貢献すること

を確認した。ニュージーランドは、科学調査計画で特定された関連する科学的な

作業が実行され、資源評価プロセスに統合されるまでは、ＴＡＣの変更を支持す

る根拠がないと考えている。日本は、ミナミマグロ資源は好ましい方向に移行し

ており、また独自の計算に基づくと、ＴＡＣを3000トン増加し約15,000トンにす

ることは合理的であると考えている。オーストラリアは、ＴＡＣの変更は時期尚

早であると考えている。オーストラリアは、外部科学者の作業を支持し、また総

漁獲可能量の変更を検討する前にSAG及び資源評価の結果を待つことが重要である

と確信している。 

 

47. 委員会は、2001年のTACを設定することはできなかった。しかしながら、2001年の

資源評価プロセスはCCSBT8前に完成し、加盟国が2002年のＴＡＣを検討し採択す

ることを可能にすることを認識している。 

 

       議題9.2. 国別割当量 
 

48. オーストラリア及びニュージーランドは、ＴＡＣが設定されない間、自主的に委

員会で最後に合意されたレベルで国別割当量を維持することを表明した。 

 

49. 日本は、自主規制を継続するけれども、国際海洋法裁判所（ITLOS）によって発せ

られた暫定措置に従って1999年の漁獲量から差し引いた711トンの漁獲量を計上す

るために、委員会の理解を求めると述べた。日本は、ミナミマグロ紛争で管轄権

を持たないと仲裁裁判所が決定したことで、これらの命令は、自動的に無効とな

っていることに言及した。ニュージーランドは、仲裁裁判判決の関連部分の異な

る法的な解釈に端を発して、日本が2001年でのその漁獲量に711トンを加える権利

があるかどうかとのいう問題に言及した。その見解では、日本が関係する法的な

問題を確認すること無しに次の段階に進むことは不適当である。オーストラリア

は、日本がこのトン数を上乗せすべきでないとした以前に述べた法的な見解を変

更しておらず、またその見解では、日本はITLOSの暫定措置の下で既に取られたこ

れらの行動を撤回すべきでないと述べた。 
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50. 日本は、2001年の自主的国別割当量として6065トンが基準であることは認識して

いる一方で、様々な適切な場を通じて、711トンの増加に関し、オーストラリア及

びニュージーランドの理解を求めていくと述べた。 

 

 

議題10. 2001-02年の作業計画 

 

       議題10.1. 次のERS作業グループ会合の日程 
 

51. 議題草案CCSBT‐生態系関連種作業部会が提出された。その議題は委員会によって

採択され、別紙Ｊに添付されている。 

 

       議題10.2. 他の会合 
 

52. 委員会は、別紙Ｋで添付された2001年の作業計画を採択した。 

 

 

議題11. 他の作業 

 

       議題11.1. 事務局長の募集プロセス 

 

53. 委員会は、この事項はCCSBT 6(3)で決定されていることを確認した。 

 

       議題11.2. データベース管理者の任命 
 

54. 委員会は、ロバート・ケネディー氏がデータベース管理者の職務に任命されたと

いう事務局長からの報告を確認した。 

 

       議題11.3. データベースへのデータ入力の調整  
 

55. 委員会は、この問題が、SRPの作業計画に含まれること、またミナミマグロの漁獲

量の評価の一部として更に議論されることを確認した。 

 

       議題11.4. 委員会文書の秘密性 
 

56. 委員会は、委員会会合の報告書、委員会の補助又は諮問機関の報告書、またその

ような会合に提出された文書の秘密性の問題を検討し、委員会の手続き規則の規

則10を改正することに合意した。合意された改正規則10は、別紙Ｌに添付されて

いる。 

 

57. 委員会は、規則10（改正されたもの）は、第7回年次会合の閉会、即ち2001年4月

21日から効力を有することに合意した。 

 

58. 委員会は、改正された規則10に合意する以前に、多くの文書が存在することを確

認した。委員会の加盟国は、要求に基づき、著者と加盟国（仮に著者が加盟国の

代表ならば、）の両方がその文書を公表する許可を与える場合には、そのような

文書が利用可能になることに合意した。 
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59. 委員会は、添付された補助又は諮問機関の報告書を除く先の委員会会合の報告書

は一般に公表されることを確認した。委員会加盟国は、要求に基づき、全ての加

盟国の許可が得られる場合に、先の補助又は諮問機関の報告書が利用可能になる

ことに合意した。 

 

     他の問題 
  

           西部及び中部太平洋漁業条約（WCPFC） 

 

60. 日本は、特にCCSBTとのその責任の重複、意思決定プロセス及び紛争解決メカニズ

ム等で、将来にミナミマグロ問題に著しい影響を及ぼすWCPFCとの懸念を表明し

た。また日本は、現在のWCPFCが、UNCLOSの第64条及び118条並びに国連魚類資源

協定の第8条（３）の下での協力の精神に反していることを強調した。 

 

61. それに応じて、ニュージーランド及びオーストラリアは、MHLCで採択された条約

（WCPFC）は、太平洋諸国及び遠洋漁業国を交えた長期に渡る交渉の結果であるこ

とに言及した。ニュージーランド及びオーストラリアはWCPFCの第1回の準備会合

が来週にクリストチャーチで開催されると述べ、また、その関心事である日本が

指摘した問題が、その準備会合で討議されることを確保するために議論が行われ

ていると理解していた。ニュージーランド及びオーストラリアは、WCPFC及び

CCSBT間でのミナミマグロに関する管轄権が重複するという日本によって提示され

た問題は、地域性に基づく権限とCCSBTでのミナミマグロに対するような特定の種

に関する責任の間で、同様の特徴が見られる他の地域漁業協定での状況を反映し

ていることに言及した。 

 

62. 日本は、排他的なメンバーの地位の状況下では、WCPFCを改善する公平な討議を行

うことは不可能であり、またこれが日本のその会合への参加を不可能にしている

と回答した。また日本は、MHLC７において、ミナミマグロをWCPFCの管轄権から除

くように試みたことを言及した。しかしながら、オーストラリアとニュージーラ

ンドは、その条約からのミナミマグロの除外に反対した。 

 

              入港禁止 

 

63. 日本は、オーストラリアが健康診断や緊急的な理由を含んだ人道上の観点から、

日本の漁船に対して早急にその港を開放するべきであることを要求した。また、

一方的な寄港禁止以後、死亡を含む事件が増加していることを説明した。 

 

64. その返答で、オーストラリアは、海上での生命の安全を重要視しており、オース

トラリアの国際的な義務に従って、外国漁船は緊急の場合において寄港許可を取

得する必要無しにオーストラリアの港に入港しても差し支えないと述べた。 

 

65. また、オーストラリアは、日本漁船のオーストラリアへの港への寄港のための取

決めが近い将来正常化すると述べた。 

 

 

議題12. 閉会 

 

       議題12.1. CCSBT8の議長及び副議長の選任 
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66. 本会合は、弓削志郎氏（日本）を議長として、ドン・バンフィールド氏（オース

トラリア）を副議長として選任した。 

 

    議題12.2.   報告書の採択 
 

67. 委員会は第7回年次会合の報告書を採択した。 

 
     議題12.3. 閉会 
 

68. 会合は、午後4時30分に閉会した。 

 

 

 

ビル・マンスフィールド 

議長 

2001年4月21日 

 

 




